
浦添市 支援が必要なこどもの資源マップ ≪ライフステージ編≫
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〇高校卒業後（18歳以降の支援について）窓口：障がい福祉課
・福祉サービスには就労支援もあります。
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○巡回支援事業 窓口：こども未来課
★対象者：浦添市在住の児童
★対象施設：保育所等の児童及びその保護者が集まる施設等
★方法：保護者からの相談又は施設からの相談・申込書提出

○発達支援教育保育に関する個別相談会 窓口：こども未来課
★対象者：市内の認可園で発達支援教育保育を検討している保護者
★開催期日：５月ごろ（予約制）

○発達支援教育保育 窓口：こども未来課
（保育所（園）、認定こども園、小規模保育園）
★発達支援教育保育申請の一斉受付
９月頃（次年度の入所申込より１か月程早い）

○こども誰でも通園制度 窓口：こども未来課
★対象者：６か月～満３歳未満（未就園）
浦添市在住（こども一人あたり月１０時間まで）

○教育相談室（くくむい）・自立支援室（ひなた） 窓口：こども青少年課
くくむいでは臨床心理相談員、教育相談員が不登校等、児童生徒、保護者、教員からの
相談に応じています。ひなたでは、遊び・非行型児童生徒の支援を行っています。

○特別支援教育 窓口：学校教育課
５月 就学説明会【保護者や学校関係者】
★対象の学年によって申請締め切りの期日が異なります（４月下旬より受付開始）
１１月 特別支援教育ヘルパー要請
５月～翌年３月 特別支援教育巡回指導員派遣

☆特別支援学校
高等部への入学は、
出願・受験が必要です。

特別支援学校 高等部への入学を検討する際には、各特別
支援学校での“志願前相談”が必須となります。
（詳細は各学校へお問い合わせください）

５月～１０月上旬の間に、教育支援委員会において審
議が行われます。
（特別支援学校、特別支援学級、通級指導教室）
（前年度の就学説明会参加を推奨しています）

発達支援教育保育の申
請には、医師による診
断書の写しが必要です。

※詳細は各窓口へお問い合わせください

親子通園 窓口：障がい福祉課
児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援 ※受給者証が必要です

放課後等デイサービス ※受給者証が必要です 窓口：障がい福祉課

保育所等訪問支援※受給者証が必要です 窓口：障がい福祉課

児童センター （各小学校区に１か所、合計１１か所設置しています） 窓口：こども政策課

子育て支援センターてぃんさぐ（サンエーパルコ内）
子育て支援事業（市内認定こども園） 窓口：こども未来課

放課後児童（学童）クラブ 窓口：こども政策課
障がい児学童クラブ（ひまわり学童クラブ）

障がい者（児）基幹相談支援センター

こども家庭課

親子通園型発達教室、児童発達支援センター

こども未来課（巡回支援専門員、利用者支援コンシェルジュ）

子育て支援センター、保育所（園）、認定こども園、小規模保育園

こども青少年課

学校教育課（特別支援教育コーディネーター、臨床心理相談員）

学校から要請があった相談を受
け付けます。
相談窓口：各学校の特別支援教
育コーディネーター

≪チエックリスト編≫
参照

浦添市障がい者自立支援協議会 こども支援部会作成（R8.4月更新）

（障がい福祉サービスや地域生活支援事業が利用できる場合があります。≪チェックリスト編≫参照）

〇ファミリー・サポート・センター 窓口：こども未来課
★対象者：市内在住，又は勤務している保護者、生後３ヶ月～小学校6年生までの児童
★方法：ファミリー・サポート・センターにて「おねがい会員」入会登録後、利用可能。
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窓口 必要なもの

障害児
通所支援

障がい
福祉課

□ 児童発達支援 申請書、障害者手帳（身体・精神・療育）
又は診断書（6か月以内のもの）
※障害者手帳がない場合、診断書など別の
書類で内容によっては受付可
※肢体不自由があり、機能訓練又は医療的
管理下での支援が必要と認められた障害児
は保護者の保険証が必要

（申請後）
・相談支援事業所の相談支援専門員の作成

する“サービス等利用計画”が必須とな
りますので、お時間がかかります。

□ 居宅訪問型児童発達支援

□ 放課後等デイサービス

□ 保育所等訪問支援

障害福祉
サービス

□ 居宅介護（ホームヘルプ）

□ 重度訪問介護

□ 同行援護

□ 行動援護

□ 短期入所

中央児
童
相談所

□ 施設入所支援

地域生活
支援事業

障がい
福祉課

□ 移動支援サービス
（対象者：就学時）

申請書、印鑑、障害者手帳（身体・精神・
療育）又は診断書（6か月以内のもの）

□ 日中一時支援サービス

手当 □ 障害児福祉手当 預金通帳、印鑑、身体障害者手帳又は療育
手帳、年金関係の書類、診断書（障がい福
祉課内に用紙があります）、所得課税証明
書

こども
えがお
課

□ 特別児童扶養手当 戸籍謄本、預金通帳、診断書（所定の様
式）、個人番号カード又は通知カードと免
許証等、その他

就学に
必要な
学用品な
どの援助

学校
教育課

□ 就学援助 申請書、家賃証明書、所得課税証明書（最
新のもので転入者のみ）
※所得などの審査基準があります

□ 特別支援教育就学奨励費
（対象者：特別支援学級の児童）

申請書、所得課税証明書（最新のもので転
入者のみ）

障害者
手帳

障がい
福祉課

□ 療育手帳 申請書、顔写真1枚

□ 精神障害者保健福祉手帳 申請書、診断書（初診から6ヶ月経過した
もの）、顔写真1枚（希望者のみ）

□ 身体障害者手帳 申請書、身体障害者診断書（身体障害者福
祉法第15条の指定医が作成した3か月以内
のもの）、顔写真1枚、個人番号がわかる
もの、窓口に来る方の身分証明書

窓口 必要なもの

障がい
福祉課

□ 自立支援医療（精神通院） 診断書（所定様式）3ヶ月以内、保険証、所得課税証明書（転
入者のみ 最新のもの）、障害年金・遺族年金・障がい者特
別給付金の金額が分かるもの、特別障害者手当・障害児福祉
手当・特別児童扶養手当・経過的福祉手当の金額が分かるも
の、生活保護受給証明書、個人番号カード又は通知カード

□ 自立支援医療（育成医療） 身体障害者手帳、印鑑、医師からの意見書、医療保険証（申
請者と同じ医療保険に加入している方全員のもの）、市町村
民税所得課税証明書、（市町村民税非課税の場合：障害年金
等公的年金の受給状況が分かる資料、特別障碍者手当等の受
給状況が分かる資料）

□ 浦添市重度心身障害者
（児）医療費助成

身体障害者手帳1級又は2級/療育手帳A1又はA2、健康保険証、
預金通帳、所得課税証明書（年の途中から他市町村より転入
された方）

□ 浦添市軽度・中等度難聴児
補聴器購入費助成事業

医師意見書（所定様式）、見積書、その他市長が必要と認め
る書類

南部
保健所

□ 小児慢性特定疾病医療費助
成制度

窓 口 相 談 内 容 職 種
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浦添市 障がい福祉課（行政棟3階） 障害児通所支援、障害福祉サービス、障害者虐
待等

社会福祉士、保健師

浦添市 こども未来課
（行政棟２階）

認定こども園、保育所（園）での生活及び発達
等

保育士、心理士、言
語聴覚士、社会福祉
士

浦添市 学校教育課 （行政棟７階） 特別支援教育に関する相談、就学相談等
（※小中学校在籍の場合は、まずは学校へご相
談ください）

心理士、市臨床心理
相談員、市特別支援
教育コーディネー
ター

浦添市 こども青少年課
（あかひらステーションビル内）

児童・生徒の不登校等に関する相談 心理士

浦添市 こども家庭課（行政棟２階） 家庭児童相談室：育児、児童の心身の発達や学
校生活、虐待、その他児童に関する相談

社会福祉士 等

母子保健相談：お子さまの身長・体重の計測な
ど、その他健康に関すること、育児に関する相
談。

保健師、助産師

栄養相談：妊婦さん及びお子さまの栄養に関す
る相談
妊娠中のお食事、離乳食についても相談でき

ます

管理栄養士

わんぱく相談：お子さまの成長・発達について
の相談（小学校入学前のこどもの成長・発達に
ついて）

心理士

浦添市 健康づくり課
（保健相談センター：875-2100）

こころの健康相談、予防接種に関すること 保健師

浦添市障がい福祉関連複合施設
ピアラルうらそえ：098-942-7600
・児童発達支援センター
・基幹相談支援センター
・親子通園型発達教室

障がいのあるお子さま、障がいの疑いのあるお
子さまに対する幼少期から成人期までの相談・
支援

社会福祉士、精神保
健福祉士、公認心理
師、保育士 等

子育て支援センター（サンエーパルコ内）
てぃんさぐ：098-870-0874

子育てについて 保育者

認定こども園における子育て支援事業

※難病等の方々も身体障害者手帳の有無に関わらず、必要性が認められて場合には上記のサービス
を利用することが出来ます。対象疾患が決められていますので、担当へご相談ください。

【福祉】 【医療】

【相談窓口】

※詳細については各窓口へお問い合わせください。

浦添市役所：０９８－８７６－１２３４

浦添市障がい者自立支援協議会 こども支援部会作成（R8.4月更新）
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